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県
訓
令
甲
第
六
号 
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現

地

機

関 

 

佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
施
行
に
伴
う
関
係
訓
令
の
整
備
に
関

す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 
 
 

佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
施
行
に
伴
う
関
係
訓
令 

 
 
 

の
整
備
に
関
す
る
訓
令 

 

（
佐
賀
県
文
書
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

佐
賀
県
文
書
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
四
号
中
「
人
材
育
成
総
括
監
及
び
」
を
「
経
営
支
援
本
部
に
お
け
る
」
に
改

め
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
中
「
医
療
統
括
監
専
決
事
項
」
を
「
総
合
防
災
統
括
監
専
決
事
項
、
医
療

統
括
監
専
決
事
項
、
国
際
戦
略
統
括
監
専
決
事
項
」
に
改
め
、「
部
長
専
決
事
項
」
の
下
に

「
、
理
事
専
決
事
項
」
を
、「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
総
括
監
専
決
事
項
」
の
下
に
「
、

消
費
者
行
政
総
括
監
専
決
事
項
、
が
ん
対
策
総
括
監
専
決
事
項
」
を
加
え
る
。 

 

（
佐
賀
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

佐
賀
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
二
号
中
「
人
材
育
成
総
括
監
及
び
」
を
「
経
営
支
援
本
部
に
お
け
る
」
に
改

め
る
。 

 

（
佐
賀
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

佐
賀
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
元
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
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を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
三
号
中
「
人
材
育
成
総
括
監
及
び
」
を
「
経
営
支
援
本
部
に
お
け
る
」
に
改

め
る
。 

 

（
佐
賀
県
本
庁
決
裁
等
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

佐
賀
県
本
庁
決
裁
等
規
程
（
平
成
十
六
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
三
項
中
第
十
五
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
四
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
二 

が
ん
対
策
総
括
監 

 
 

第
四
条
第
三
項
中
第
七
号
を
第
十
号
と
し
、
第
六
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
を
第
八

号
と
し
、
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

七 

理
事 

 
 

第
四
条
第
三
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

五 

国
際
戦
略
統
括
監 

 
 

第
四
条
第
三
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

総
合
防
災
統
括
監 

 
 

第
十
条
の
見
出
し
中
「
代
決
者
等
」
を
「
代
決
者
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
を
同
条

第
二
十
項
と
し
、
同
条
第
十
五
項
中
「
農
林
水
産
商
工
本
部
長
が
農
林
水
産
商
工
本
部
の

副
本
部
長
の
う
ち
か
ら
」
を
「
国
際
戦
略
推
進
監
が
組
織
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
置
か
れ
た
副
課
長
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
」
に
、
「
決
裁
す
る
も
の
と
す
る
」

を
「
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
九
項
と
し
、
同
条
第
十
四

項
中
「
健
康
福
祉
本
部
長
」
を
「
粒
子
線
治
療
推
進
監
」
に
改
め
、「
う
ち
か
ら
」
の
下
に

「
あ
ら
か
じ
め
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
八
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。 

 

17 

政
策
監
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
つ
い
て
、
政
策
監
が
不
在
の
時
は
、
政
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策
監
が
組
織
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置

か
れ
た
副
課
長
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

第
十
条
第
十
三
項
中
「
う
ち
か
ら
」
の
下
に
「
あ
ら
か
じ
め
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条

第
十
六
項
と
し
、
同
条
第
九
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
三
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
八

項
中
「
又
は
政
策
監
」
を
削
り
、「
統
括
本
部
長
が
統
括
本
部
の
副
本
部
長
の
う
ち
か
ら
指

名
す
る
者
が
そ
の
事
務
を
決
裁
し
、
又
は
統
括
本
部
長
が
組
織
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
副
課
長
か
ら
指
名
す
る
者
」
を
「
総
括
政
策
監
が
あ
ら
か
じ
め

指
名
す
る
政
策
監
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
東
北
地

方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
被
災
者
の
受
け
入
れ
支
援
」
を
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
支

援
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の

前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

８ 

理
事
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
つ
い
て
、
理
事
が
不
在
の
と
き
は
、
各
本

部
に
あ
っ
て
は
理
事
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
副
本
部
長
又
は
当
該
事
務
を
担
当
す
る

課
長
若
し
く
は
室
長
が
、
部
に
あ
っ
て
は
理
事
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
副
部
長
又
は

当
該
事
務
を
担
当
す
る
課
長
若
し
く
は
室
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
十
条
第
五
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

６ 

国
際
戦
略
統
括
監
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
つ
い
て
、
国
際
戦
略
統
括
監

が
不
在
の
と
き
は
、
国
際
戦
略
推
進
監
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
十
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

４ 

総
合
防
災
統
括
監
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
つ
い
て
、
総
合
防
災
統
括
監

が
不
在
の
と
き
は
、
総
合
防
災
統
括
監
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
政
策
監
又
は
消
防
防

災
課
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
別
表
第
１
（
第
２
条
の
２
関
係
）
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事
務
の
種
類
 

事
務
委
任
先
 

委
任
す
る
事
務
の
内
容
 

旅
行
命
令
に

関
す
る
事
務
 

副
知
事
、
会
計
管
理
者
、
本
部
長
、
最
高

情
報
統
括
監
、
危
機
管
理
・
報
道
監
、
総

合
防
災
統
括
監
、
国
際
戦
略
統
括
監
、
部

長
、
理
事
、
副
本
部
長
、
副
部
長
、
総
括

政
策
監
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
総

括
監
、
消
費
者
行
政
総
括
監
、
が
ん
対
策

総
括
監
、
企
業
立
地
総
括
監
、
雇
用
対
策

総
括
監
、
人
材
育
成
総
括
監
、
課
長
、
政

策
監
、
粒
子
線
治
療
推
進
監
、
国
際
戦
略

推
進
監
及
び
出
納
局
長
 

自
己
の
旅
行
命
令
に
関
す
る
こ
と
 

課
長
 

企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
、
課
又
は
セ
ン
タ

ー
に
所
属
す
る
職
員
の
旅
行
命
令
に
関
す

る
こ
と
 

副
本
部
長
、
政
策
監
、
粒
子
線
治
療
推
進

監
及
び
国
際
戦
略
推
進
監
 

特
定
政
策
組
織
（
統
括
本
部
に
お
け
る
組

織
規
則
第
2
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
か
ら
な
る
組
織
、

粒
子
線
治
療
推
進
監
及
び
同
項
の
規
定
に

よ
り
置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
か
ら
な
る
組

織
、
国
際
戦
略
推
進
監
及
び
同
項
の
規
定

に
よ
り
置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
か
ら
な
る

組
織
、
経
営
支
援
本
部
に
お
け
る
同
項
の

規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
か
ら

な
る
組
織
並
び
に
政
策
監
及
び
組
織
規
則

第
2
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ

た
職
に
あ
る
者
か
ら
な
る
組
織
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
所
属
す
る
職
員
の
旅
行
命

令
に
関
す
る
こ
と
 

年
次
休
暇
等

副
知
事
、
会
計
管
理
者
、
本
部
長
、
最
高

自
己
の
年
次
休
暇
等
の
処
理
に
関
す
る
こ

4



の
願
の
処
理

に
関
す
る
事

務
 

情
報
統
括
監
、
危
機
管
理
・
報
道
監
、
総

合
防
災
統
括
監
、
国
際
戦
略
統
括
監
、
部

長
、
理
事
、
副
本
部
長
、
副
部
長
、
総
括

政
策
監
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
総

括
監
、
消
費
者
行
政
総
括
監
、
が
ん
対
策

総
括
監
、
企
業
立
地
総
括
監
、
雇
用
対
策

総
括
監
、
人
材
育
成
総
括
監
、
課
長
、
政

策
監
、
粒
子
線
治
療
推
進
監
、
国
際
戦
略

推
進
監
及
び
出
納
局
長
 

と
 

課
長
 

企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
、
課
又
は
セ
ン
タ

ー
に
所
属
す
る
職
員
の
年
次
休
暇
等
の
処

理
に
関
す
る
こ
と
 

副
本
部
長
、
政
策
監
、
粒
子
線
治
療
推
進

監
及
び
国
際
戦
略
推
進
監
 

特
定
政
策
組
織
に
所
属
す
る
職
員
の
年
次

休
暇
等
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
 

週
休
日
の
振

替
に
関
す
る

事
務
 

会
計
管
理
者
、
本
部
長
、
最
高
情
報
統
括

監
、
危
機
管
理
・
報
道
監
、
総
合
防
災
統

括
監
、
国
際
戦
略
統
括
監
、
部
長
、
理
事
、

副
本
部
長
、
副
部
長
、
総
括
政
策
監
、
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
総
括
監
、
が
ん

対
策
総
括
監
、
消
費
者
行
政
総
括
監
、
企

業
立
地
総
括
監
、
雇
用
対
策
総
括
監
、
人

材
育
成
総
括
監
、
課
長
、
政
策
監
、
粒
子

線
治
療
推
進
監
、
国
際
戦
略
推
進
監
及
び

出
納
局
長
 

自
己
の
週
休
日
の
振
替
に
関
す
る
こ
と
 

課
長
 

企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
、
課
又
は
セ
ン
タ

ー
に
所
属
す
る
職
員
の
週
休
日
の
振
替
に

関
す
る
こ
と
 

副
本
部
長
、
政
策
監
、
粒
子
線
治
療
推
進

特
定
政
策
組
織
に
所
属
す
る
職
員
の
週
休

5



監
及
び
国
際
戦
略
推
進
監
 

日
の
振
替
に
関
す
る
こ
と
 

時
間
外
勤
務

代
休
時
間
の

指
定
に
関
す

る
事
務
 

課
長
 

企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
、
課
又
は
セ
ン
タ

ー
に
所
属
す
る
職
員
の
時
間
外
勤
務
代
休

時
間
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
 

副
本
部
長
、
政
策
監
、
粒
子
線
治
療
推
進

監
及
び
国
際
戦
略
推
進
監
 

特
定
政
策
組
織
に
所
属
す
る
職
員
の
時
間

外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

休
日
の
代
休

日
の
指
定
に

関
す
る
事
務
 

会
計
管
理
者
、
本
部
長
、
最
高
情
報
統
括

監
、
危
機
管
理
・
報
道
監
、
総
合
防
災
統

括
監
、
国
際
戦
略
統
括
監
、
部
長
、
理
事
、

副
本
部
長
、
副
部
長
、
総
括
政
策
監
、
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
総
括
監
、
が
ん

対
策
総
括
監
、
消
費
者
行
政
総
括
監
、
企

業
立
地
総
括
監
、
雇
用
対
策
総
括
監
、
人

材
育
成
総
括
監
、
課
長
、
政
策
監
、
粒
子

線
治
療
推
進
監
、
国
際
戦
略
推
進
監
及
び

出
納
局
長
 

自
己
の
休
日
の
代
休
日
の
指
定
に
関
す
る

こ
と
 

課
長
 

企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
、
課
又
は
セ
ン
タ

ー
に
所
属
す
る
職
員
の
休
日
の
代
休
日
の

指
定
に
関
す
る
こ
と
 

副
本
部
長
、
政
策
監
、
粒
子
線
治
療
推
進

監
及
び
国
際
戦
略
推
進
監
 

特
定
政
策
組
織
に
所
属
す
る
職
員
の
休
日

の
代
休
日
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
 

宿
日
直
勤
務

の
命
令
に
関

す
る
事
務
 

会
計
管
理
者
、
本
部
長
、
最
高
情
報
統
括

監
、
危
機
管
理
・
報
道
監
、
総
合
防
災
統

括
監
、
国
際
戦
略
統
括
監
、
部
長
、
理
事
、

副
本
部
長
、
副
部
長
、
総
括
政
策
監
、
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
総
括
監
、
が
ん

対
策
総
括
監
、
消
費
者
行
政
総
括
監
、
企

業
立
地
総
括
監
、
雇
用
対
策
総
括
監
、
人

自
己
の
宿
日
直
勤
務
の
命
令
に
関
す
る
こ

と
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材
育
成
総
括
監
、
課
長
、
政
策
監
、
粒
子

線
治
療
推
進
監
、
国
際
戦
略
推
進
監
及
び

出
納
局
長
 

課
長
 

企
画
・
経
営
グ
ル
ー
プ
、
課
又
は
セ
ン
タ

ー
に
所
属
す
る
職
員
の
宿
日
直
勤
務
の
命

令
に
関
す
る
こ
と
 

副
本
部
長
、
政
策
監
、
粒
子
線
治
療
推
進

監
及
び
国
際
戦
略
推
進
監
 

特
定
政
策
組
織
に
所
属
す
る
職
員
の
宿
日

直
勤
務
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
 

  
 

別
表
第
三
の
統
括
本
部
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
被
災
者
の
受
け
入
れ
支
援

に
関
す
る
事
務
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

統
括
本
部
 

東
日
本
大
震
災
の

被
災
者
支
援
に
関

す
る
事
務
 

 
１
 
東
日
本
大
震

災
の
被
災
者
支

援
の
総
合
調
整

に
関
す
る
こ
と
 

２
 
東
日
本
大
震

災
の
被
災
者
支

援
の
事
務
処
理

に
関
す
る
こ
と
 

 

  
 

別
表
第
三
の
統
括
本
部
の
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
支
援
に
関
す
る
事
務
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

統
括
本
部
 

防
災
の
企
画
に
関

す
る
事
務
 

 
防
災
の
企
画
に
関

す
る
事
務
を
処
理

す
る
こ
と
 

 

統
括
本
部
 

防
災
会
議
に
関
す

る
事
務
 

 
防
災
会
議
に
関
す

る
事
務
を
処
理
す

る
こ
と
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別
表
第
三
の
消
防
防
災
課
の
災
害
対
策
基
本
法
に
関
す
る
事
務
の
項
の
課
長
専
決
事
務

の
欄
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を

第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
四
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を

二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
九
号
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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